
・保険医療機関 ・難病指定医療機関
・生活保護指定医療機関

・明細書の発行状況に関する事項

・機能強化加算に関する事項

・在宅療養支援診療所3に関する事項

・在宅時医学総合管理料に関する事項

・在宅がん医療総合診療料に関する事項

・一般名での処方について

・医療情報の活用について

・健康診断の結果等の健康管理に係る相談
・保険・福祉サービスに関する相談
・夜間・休日も問合せへの対応
・必要に応じた専門医又は専門医療機関への紹介
　＊かかりつけ医機能を有する医療機能情報提供システムにて検索ができます

ゆりかごクリニック

月 火 水 木 金 土・日診療時間
9：00～12：00

外来（完全予約制）

13：00～17：00

訪問診療

休診日：土・日・祝日・年末年始

　　当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から
　　領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
　　また、公費負担医療をご利用されているため、自己負担の無い方についても同様に
　　明細書を無料で発行しております。

　　初診時に患者様の病状により、専門医療機関の受診の要否の判断を含めた機能に対する
　　評価です。この加算は、初診時のみに加算されます。

アライ　タケトシ

荒井　健利
内科院長

　　後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、
　　薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。
　　特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、
　　一般名処方によって患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

　　当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認や電子処方箋のデータ等から
　　取得する情報を活用して診療をおこなっています。

　　在宅で療養している患者様や家族の求めに、医師や看護師が24時間体制で応じ、
　　必要であれば訪問診療や訪問看護を行う体制をとっています。

　　在宅で訪問診療を行いながら、夜間・休日に急な体調変化等があっても、
　　必要に応じて往診や他の専門医・病院等の紹介を行います。

　　在宅での療養を行っている通院が困難な末期の悪性腫瘍の患者様が対象です。

診療のご案内

管理者・医師・診療科目

届出指定事項

当院で満たす施設基準及び加算

当院では「かかりつけ医として」次のような取り組みを行っています。


